
大項目 中項目

掲載ページ・項目・番
号
※現=現状
　　課＝課題
　　策＝方策
　　①②＝現状等の掲載順

原案から主な見直し点 主な記述（抜粋）

全体 ― ― 時点修正する。（人口、あいち医療情報ネットの医療実績、病院数等） 修正原案に下線あり。※今後、県の指示により適宜修正あり

第１章　　地域の概況
第４節　保健・医療・
福祉施設

Ｐ６
表１－４－３

【表】
看護師養成学校に対して実施した調査により作成する。

東三河南部医療圏保健医療計画の主な見直し点

資料１－２
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東三河南部医療圏保健医療計画の主な見直し点

Ｐ９
現５①
課５①②
P１０
策⑦⑧

国の定める「がんの医療体制構築に係る指針」の改正に伴い、以下のと
おり記載の追記が示されたことによる県計画の修正にあわせて修正す
る。

・全国がん登録の利用等を通じてがんの現状把握に努めること。
・小児・AYA世代のがん、希少がん、難治性がん等に関する情報につい
ても提供できるよう留意すること。
・仕事と治療の両立支援や就職支援、がん経験者の就労継続支援の取
組をがん患者に提供できるよう周知すること。

【現状】
５　相談支援・情報提供
○豊橋市民病院に、がん相談支援センターが設置され、患者や家族の方に対し、がんに関する情報提供
や療養についての相談に応じています。
【課題】
○患者数の少ない小児・AYA世代のがんや希少がん、難治性がん等については、個々の患者の状況に応
じた多様なニーズに対応するための情報を提供する必要があります。
○がん患者が治療と仕事を両立できる環境を整備していくため、本人、企業、医療機関等の関係機関が連
携していく必要があります。
【今後の方策】
○小児・AYA世代のがん、希少がん、難治性がん等に関する情報の提供に努めます。
○仕事と治療の両立支援や就労支援、がん経験者の就労継続支援の取組をがん患者に提供できるよう努
めます。

Ｐ１３
体系図

歯科医師会の意見に基づいた県計画の修正に併せ、修正する。 体系図への歯科診療所の追記

Ｐ２８
現２（３）③
課２（３）②

県計画修正に併せ、修正する。 【現状】
○平成29年3月1日現在、医療圏内のかかりつけ医認知症対応力向上研修累計受講者数は126人、認知症
サポート医養成研修累計受講者数は24人、平成25年度から実施している一般病院勤務の医療従事者に対
する認知症対応力向上研修累計受講者数は108人です。

【課題】
○認知症に対応できる医師等の人材育成を更に進める必要があります。

Ｐ３0
別表１
Ｐ３１
別表２
別表３

精神科医療機関へのアンケート結果をまとめた表が県から提供されたこ
とにより、追記する。

第１節　がん対策

第４節　精神保健医
療対策

第2章　　機能を考慮した医
療提供施設の整備目標
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第2章　　機能を考慮した医
療提供施設の整備目標

第６節　歯科保健医
療対策

Ｐ３４
課1(1)②

県計画修正に併せ、修正する。 【課題】
〇かかりつけ歯科医は、口腔管理を担う歯科衛生士とともに、ライフステージに沿った口腔管理の推進を図
る必要があります。

第４章　　災害医療対策 ―

Ｐ４５
課１③
Ｐ４６
課２⑧

県計画修正に併せ、修正する。 【課題】
１　平常時における対策
○地域災害医療コーディネーターを中心とした関係機関による連携体制の強化を図る必要があります。
２　災害発生時の対策
　【発生後概ね72時間から5日間程度まで】
○地域災害医療対策会議は医療及び公衆衛生が円滑に連携できるような機能強化が必要です。

―

Ｐ５６
現４③
課４①

県計画修正に併せ、修正する。 【現状】
○国においては、小児救急電話相談事業の事業評価を行うための調査研究が平成28年度に実施されてお
ります。

【課題】
○国の調査研究結果を踏まえ、小児救急電話相談事業の見直しを検討する必要があります。

―

Ｐ５６
現５①
現６①②
課６①
策④

　国の定める「がんの医療体制構築に係る指針」の改正に伴い、以下の
とおり記載の追記が示されたことによる県計画の修正にあわせて修正す
る。

・小児・AYA世代のがん、希少がん、難治性がん等に関する情報につい
ても提供できるよう留意すること。

【現状】

５　医療費の公費負担状況
○県及び市は未熟児養育医療、自立支援医療（育成医療）、小児慢性特定疾病医療費助成制度について
助成を行っております。

６　小児がんの状況について
○小児慢性特定疾病医療費助成制度において、平成28年度の悪性新生物による助成は39件で、全申請
の15.5％を占めており、内分泌疾患、慢性心疾患に次いで多い状況となっています。
○小児がん等により長期の入院治療を必要とする児童生徒のための院内学級は、豊橋市民病院内に設置
されています。
【課題】
○小児がん等により長期の入院治療等を必要とする場合に、医療、教育等地域関係機関と連携した支援が
必要です。
【今後の方策】
○小児がん治療に伴い必要となる院内学級などの情報の発信により、患者家族の支援に努めます。

第６章　　小児医療対策
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Ｐ５９
現１②
課③

在宅医療サポートセンターは平成29年度で事業を終了するため、平成
30年度からの計画にあっては、過去形での記載が適切であるとの意見
が県主管課より示されたため、修正する。

【現状】
○市における「在宅医療・介護連携推進事業」の円滑な導入に対して、特に医療面からの支援として、平成
27年度から3年間「在宅医療サポートセンター」を各市医師会に設置し、切れ目のない在宅医療提供体制の
構築や、在宅医療に関する相談窓口などの機能を整備してきました。
【課題】
○　在宅医療・介護連携推進のため、引き続き相談窓口の充実を図ることが必要です。

Ｐ５９課1⑥
Ｐ６０策③

県薬剤師会の意見に基づいた県計画の修正に併せ、修正する。

【課題】
○看取りを含めた在宅医療を円滑に推進するために、「かかりつけ医」・「かかりつけ歯科医」「かかりつけ薬
剤師・薬局」の重要性について、地域住民及び医療・介護関係者に一層の啓発をすることが必要です。
【今後の方策】
○「かかりつけ医」・「かかりつけ歯科医」「かかりつけ薬剤師・薬局」の重要性について啓発を強化します。

第９章　　高齢者保健医療
福祉対策

―

Ｐ６７
現３④

県計画修正に併せ、修正する。 【現状】
○地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行う中
核的機関であり、包括的支援事業(介護予防ケアマネジメント、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的
ケアマネジメント支援)等を実施しています。

１０章
薬局の機能強化推進

第１節　薬局の機能
推進対策

Ｐ７１
現②⑥⑩
課①②③⑤⑥
Ｐ７２
策①⑥⑦⑧

県計画修正に併せ、修正する。 【現状】
○服薬情報の一元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導を行う患者本位のかかりつけ薬剤
師・薬局の役割を十分に発揮することが求められています。
○地域包括ケアの一翼を担うために、多職種・多機関との連携体制が求められています。
○患者の服薬情報を一元的に管理するお薬手帳の更なる普及が求められます。なお、紙媒体のお薬手帳
よりも携帯性が高いことから薬局に持参しやすい電子版お薬手帳の普及が望まれます。
【課題】
○立地に依存した便利さだけで患者に選択される薬局ではなく、患者・住民のニーズに対応できるかかりつ
け薬剤師・薬局としての機能を発揮する必要があります。
○かかりつけ薬剤師・薬局の役割や機能を理解し、かかりつけ薬剤師・薬局を選ぶ意義について、県民へ
の普及啓発が必要です。
○薬剤師は在宅医療の現場など薬局外での活動や地域包括ケアにおける一員としての役割を務める必要
があります。
○薬剤師・薬局が調剤業務のみに偏るのではなく、地域包括ケアの一翼として地域の会議や研修等に積極
的に参加し、他機関との連携体制を構築する必要があります。
○患者やかかりつけ医を始めとした多職種との積極的なやり取りを通じて地域で活躍するかかりつけ薬剤師
の育成が必要です。
【今後の方策】
○患者・住民のニーズに対応できるかかりつけ薬剤師・薬局の取組を後押ししていきます。
○地区薬剤師会や医療・介護関係団体等と連携し、薬局と医療・介護関係団体等との連携を支援していき
ます。
○地域住民による主体的な健康の維持・増進を支援する健康サポート薬局を広く県民に周知するとともに、
薬局の積極的な取組を後押ししていきます。
○服薬情報の一元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導のためには電子版お薬手帳を含め
お薬手帳の活用を今後も継続的に呼びかけるとともに、必要に応じて電子版お薬手帳を利用できる薬局の
拡大を図っていきます。

第７章　　在宅医療対策 ―
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Ｐ７３
現④
課①⑤
策②

県計画修正に併せ、修正する。 【現状】
○ 医薬品の一般名処方により、薬局において患者が選択する医薬品の幅が広がっていますが、ジェネリッ
ク（後発）医薬品についてその特徴やメリットの理解はまだ十分とは言えません。
【課題】
○ 院外処方せんの発行及び受入れについては、医療機関と薬局との相互理解のもとに、特に分業率の
低い地域においては一層の推進が必要です。
○　ジェネリック（後発）医薬品の特徴やメリットを広く周知し、県民の理解を求める必要があります。
【今後の方策】
○ 医師会、歯科医師会、薬剤師会等と相互に連携し、服薬情報の一元的・継続的な把握とそれに基づく
患者ごとに最適な薬学的管理・指導が行われる患者本位の医薬分業を推進します。

Ｐ７５
体系図

県薬剤師会の意見に基づいた県計画の修正に併せ、修正する。 体系図内の　『かかりつけ薬局　かかりつけ薬剤師』→『かかりつけ薬剤師・薬局』

１０章
薬局の機能強化推進

第2節　医薬分業の
推進対策
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